
令和3年度高知医療センター磁気共鳴断層装置等一括保守に係る仕様書

下記の機器について、代理店等を通じて保守を行うこと。

仕様の詳細については、別添を参照すること。

機器名称 型式

1 磁気共鳴断層撮影装置 Signa HDxt Optima Edition 
(SignaHDxtOptimaEdition 1.5T) 1.5T 

2 X線CT装置(AquilionCXL) TSX-101A/QA 

3 X線CT装置(AquilionONE) TSX-301A/4A 

4 X線CT装置(AquilionLB) TSX-201A/3A 

·5 多目的デジタルX線TVシステム DREX-UIB0/06 (2台）

6 IVR-CT装置
Artis zee TA·SOMATOM 
Definition AS 64 

7 血管撮影装置
・

Artis Q TA 

8 画像読取装置(FPO CALNEO) FPD Caine 

， 
据置型デジタル式循環器用X線透 Allura Xper FD20 biplane、
視診断装置(2機種） Allura Xper FD10/10 

10 一般X線撮影装置(3台） RAOspeed Pro 

ノ

メーカー 代理店等

GEヘルスケア ・ ジャパン（樹 GEヘルスケア ・ ジャパン（樹

キャノンメディカルシステム キャノンメディカルシステム
ズ（樹 ズ（樹

キャノンメディカルシステム キャノンメディカルシステム
ズ（樹 ズ（樹

キャノンメディカルシステム キャノンメディカルシステム
ズ（樹 ズ（樹

キャノンメディカルシステム キャノンメディカルシステム
ズ

慨i ズ（樹

シーメンスヘルスケア（樹 陳シーメック

シーメンスヘルスケア（樹 條シーメック

富士フィルムメディカル（樹 富士フィルムメディカル（樹

（捌フィリップスジャパン 陳フィリップスジャパン

島津メディカルシステムズ 島津メディカルシステムズ
（樹 （樹



磁気共鳴断層撮影装置(SignaHDxtOptimaEditionl.5T)業務委託仕様書

1 契約の
目

的
この契約は、商知医療センタ ーに設置している磁気共鳴断層装置 (SignaHDxtOptimaEditionl. 5T) 

の保守業務を実施することにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。
2 対象機器

磁気共鳴断眉装置 (SignaHDxtOptirnaEditionl. 5T) 
3 保守業務の内容

(1) 定期点検整備業務 (4回／年）

1台システムNo. YM1711 

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を乙の定める保守点検報告書に基づき、年4回実施
すること。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期 1 令和 31:5目月 1 令和 3

2

:8目月 1 令和 33:1］月 1 令和 4

4

:2目月

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協識により変更できるものとする。

（2) リモートメンテナンス
｝

業務期間は令和3年4月1日から

(3) 遠隔アプリケーショントレーニングサー ビス 令和 4年 3 月 31 日までとする

4 費用負担
保守点検業務に係る点検作業費用、点検機器維持・管理費、整備記録作成費及び定期点検交換推奨部

品費等すべての特用は委託料に含むものとする。ただし、修理作業費用、定期点検交換推奨部品以外の
使用部品、プリンタ ー用紙等の消耗品は別途有償とする。

5 メーカー、ディ ーラ ーの対応日時
定期点検作業には甲の要請により、乙は原則として次の時間帯において出張対応を実施するものとす

る。
月曜日から金曜日（ただし、乙の指定休日は除く） 9: 00~22: 00 

6 免責について
乙の責に帰すことの出来ない次の事由について、乙は本契約に関する責任を免れるものとする。

(1)火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、その他天災地変や異常電圧によって発生した故障、損
傷

(2) 契約対象外の装置の影響による故障、損傷
(3) 乙の認定する者以外による故障、損傷
(4) 操作上の誤り、又は設置条件の不適による故障、損傷
(5) 甲の依頼による機器の改造、又は移設費用

(6) ソフトウェアに関する事項
(7) メーカーの認定する者以外による定期点検、修理によって生じた故障、損傷

7 その他・
(1) 次に掲げる事項は本契約の対象外とする。ただし、甲が以下の保守点検及び修理を乙に依頼した場

合、乙所定特別料金で行われることがある。
① 附属他社製品の保守
② 代替機器の貸出し

(2) 損害賠償は保守契約金額を上限とする。



X線CT装置(AquilionCXL)業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、高知医療センタ ーに設置しているX線CT装置(AquilionCXL)の保守業務を実施するこ

とにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。
2 対象機器

X線CT装置(AquilionCXL) TSX-lOlA/QA 1台 S/N : QAA1322240 

3 保守業務の内容
(1) 定期点検整備業務 (4回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を乙の定める保守点検報告書に基づき、年 4回実施
し、必要な部品を交換すること。なお、交換された旧部品及び装置は甲の確認を受けた後、乙の所
有に属する。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期 1 `::5月 1 令手口::8月 1 令和

3

3二 I `：：2月

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協議により変更できるものとする。
(2) 緊急修理対応業務 業務期間は令和 3 年 4 月1 日から

（3) リモートメンテナンス ｝ 令和4年3月31日までとする

4 費用負担
(1) 保守点検業務に係る修理作業費用及び定期交換部品はすべて委託料に含むものとする。
(2) 点検時及び修理時に発生した修理部品費は有償とする。

(3)他社装置及び周辺機器、メディア等は業務委託対象外とする。
5 メーカ ー、ディ ー ラ ーの対応日時

(1) 平日（月曜日から金曜日 ※ただし、国民の休日及び年末年始を含む指定休日は除く。）
9: 00~17: 30

(2)甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、その条件を甲乙協議のうえ定める。
6 免責について

(1) 次の各号に該当する本装置の不具合につては、乙は本契約における保守の責任は負わないものとす
る。
① 火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力による不具合
② 乙が予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

対する取り扱いの不備、甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合
③ 乙または乙の指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合
④ 乙が指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合
⑤ 乙が指定する以外のハー ドウエア及びソフトウエアの追加、又は契約対象物件を含むハー ドウエ

ア及びソフトウエアの除去に起因する不具合
⑥ 本装置納入後1年を経過したソフトウエアの瑕疵による不具合
⑦ 記録媒体・消耗品の保管不備に起因した不具合

(2) 次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、乙は甲の依頼に基づき別途有償にて
対応する。
① 本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置に移動、据付、調整
② ハー ドウエア及びソフトウエアの仕様変更及び消耗品の交換

(3)乙が本契約に基づいて保守を行うために、甲が本装置を使用出来ないことにより生じる乙の逸失利



ヽ
ー

益等の損害について乙は責任を負わない。

(4)特殊な部品であ るため乙が速やかに部品調達することが困難であったり、 乙の保守の作業予定期間

中に甲が本装置を使用する等の甲側の事情が存在するなど、 乙にとってやむを得ない事由により保守

の作業が遅延した場合乙は責任を負わない。 この場合、 甲乙協議のうえ改め て保守の作業期日を定め

る。

(5) 乙の保守に帰すべからざる事由により、 本装置に含まれる記録装置に記録された内容が破壊または

消失した場合、 乙は責任を負わないものとする。



X線CT装置(AquilionONE)業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、高知医療センタ ーに設置しているX線CT装置(AquilionONE)の保守業務を実施 するこ

とにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。
2 対象機器

X線CT装置(AquilionONE) TSX-301A/4A 1台 S/N : 4AB1322080 

3 保守業務の内容
(1) 定期点検整備業務(4回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を乙の定める保守点検報告書に基づき、年4回実施
し、必要な部品を交換すること。なお、交換された旧部品及び装置は甲の確認を受けた後、乙の所
有に属する。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期 I 令手；四：5 月 1 令禾：ゃょi8 月 1 令和〗：こ
目

11 月 1 令手iやぷ2月
ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協識により変更できるものとする。

(2) 緊急修理対応業務 業務期間は令和 3 年 4 月1 13から
（3) リモートメンテナンス ｝ 令和4年3月31日までとする

4 黄用負担
．

(1) 保守点検業務に係る修理作業費用及び定期交換部品はすべて委託料に含むものとする。
(2) 点検時及び修理時に発生した修理部品費は有償とする。
(3) 他社装置及び周辺機器、メディア等は業務委託対象外とする。

5 メーカ ー、ディー ラ ーの対応日時
(1)平日（月曜日から金曜H ※ただし、国民の休日及び年末年始を含む指定休日は除く。）

9: 00~17: 30 

(2) 甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、その条件を甲乙協議のうえ定める。
6 免責について

(1) 次の各号に該当する本装置の不具合につては、乙は本契約における保守の責任は負わないものとす
る。
① 火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力による不具合

② 乙が予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に
対する取り扱いの不備、甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合

③ 乙または乙の指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合
④ 乙が指定する以外の保守部品・記録媒体·消耗品等の使用に起因する不具合
⑤ 乙が指定する以外のハー ドウエア及びソフトウエアの追加、又は契約対象物件を含むハー ドウエ

ア及びソフトウエアの除去に起因する不具合
⑥ 本装置納入後 1 年を経過したソフトウエアの瑕疵による不具合
⑦ 記録媒体・消耗品の保管不備に起因した不具合

(2) 次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、乙は甲の依頼に基づき別途有償にて
対応する。
① 本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置に移動、据付、調整
② ハー ドウエア及びソフトウエアの仕様変更及び消耗品の交換

(3) 乙が本契約に基づいて保守を行うために、甲が本装置を使用出来ないことにより生じる乙の逸失利



益等の損害について乙は責任を負わない。

(4) 特殊な部品であるため乙が速やかに部品調達することが困難であったり、 乙の保守の作業予定期間

中に甲が本装慨を使用する等の甲側の事情が存在するなど、 乙にとってやむを得ない事由により保守

の作業が遅延した場合乙は責任を負わない。 この場合、 甲乙協厳のうえ改めて保守の作業期日を定め

る。

(5) 乙の保守に帰すべからざる事由により、 本装置に含まれる記録装置に記録された内容が破壊または

消失した場合、 乙は責任を負わないものとする。



X線CT装置(AquilionLB)保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、高知医療センタ ーに設置している X線CT装置(AquilionLB)の保守業務を実施すること

により、正常な稼働状態を保つために行うものである。
2 対象機器

X線CT装置(AquilionLB) TSX-201A/3A 1台S/N : 3AA14Y2049 

3 保守業務の内容
(1)、定期点検整備業務(2回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を乙の定める保守点検報告書に基づき、年 2回実施
し、必要な部品を交換すること。なお、交換された旧部品及び装置は甲の確認を受けた後、乙の所
有に属する。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期

1回目

令和3年9月

2回目

令和4年3月

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協識により変更できるものとする。
(2)緊急修理対応業務 ※業務期間は令和3年4月1日～

（3) リモー トメンテナンス ｝令和4年3月31日までとする

4 費用負担
(1)保守点検業務に係る修理作業費用及び定期交換部品費等すべての費用を委託料に含むものとする。
(2)点検時及び修理時に発生した修理部品費は有償とする。

(3)他社装置及び周辺機器、メディア等は業務委託対象外とする。
5 メーカ ー、ディー ラーの対応日時

(1)平日（月曜日から金曜日 ※ただし、国民の休日及び年末年始を含む指定休日は除く。）
9: 00~17: 30

(2)甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、その条件を甲乙協識のうえ定める。
6 免責について

．

(1)次の各号に該当する本装慨の不具合につては、乙は本契約における保守の責任は負わないものとす
る。
① 火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力による不具合
② 乙が予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

対する取り扱いの不備、甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合
③ 乙または乙の指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合
④ 乙が指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合
⑤ 乙が指定する以外のハー ドウエア及びソフトウエアの追加、又は契約対象物件を含むハー ドウエ

ア及びソフトウエアの除去に起因する不具合
⑥ 本装置納入後 1年を経過したソフトウエアの瑕疵による不具合

⑦ 記録媒体・消耗品の保管不備に起因した不具合
(2)次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、乙は甲の依頼に基づき別途有償にて

対応する。
① 本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置に移動、据付、調整
② ハー ドウエア及びソフトウエアの仕様変更及び消耗品の交換

(3)乙が本契約に基づいて保守を行うために、甲が本装置を使用出来ないことにより生じる乙の逸失利



益等の損害について乙は責任を負わない。

(4)特殊な部品であるため乙が速やかに部品調達することが困難であったり、 乙の保守の作業予定期間

中に甲が本装置を使用する等の甲側の事情が存在するなど、 乙にとってやむを得ない事由により保守

の作業が遅延した場合乙は責任を負わない。 この場合、 甲乙協議のうえ改めて保守の作業期日を定め

る。

(5)乙の保守に帰すべからざる事由により、 本装置に含まれる記録装置に記録された内容が破壊または

消失した場合、 乙は責任を負わないものとする。



多目的デジタルX線TVシステム保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、扁知医療センタ ーに設置している多目的デジタルX 線TVシステムの保守業務を実施す

ることにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。
2 対象機器

(1)多目的デジタルX線TV装置 DREX-UIS0/06 (1階01透視撮影室）S/N : 06Al5Z2009 1台
(2)多目的デジタルX線TV装置 DREX-UIS0/06 (3階12X線TV室）S/N : 06Al612011 1台

3 保守業務の内容
(1)定期点検整備業務

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を年2回実施すること。なお、保守業務により交換
された旧部品及び装置は甲の確認を受けた後、乙の所有に属する。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期 '| 令；1Jロい I 令禾::；1月

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協議により変更できるものとする。
(2)緊急修理対応業務

業務期間は令和3年4月1日～令和4年3月31日までとする
4 費用負担

(1)保守点検業務に係る修理作業費用及び定期交換部品はすべて委託料に含むものとする。
(2)点検時及び修理時に発生した修理部品費は有償とする。
(3)周辺機器及びメディア等消耗品は業務対象外とする。

5 メーカ ー、ディー ラ ーの対応日時

(1)平日（月曜Hから金曜日 ※ただし、国民の休日及び年末年始を含む指定休日は除く。）
9: 00~17: 30 

(2)甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、その条件を甲乙協議のうえ定める。
6 免責について

(1) 次の各号に該当する本装置の不具合につては、乙は本契約における保守の責任は負わないものとす
る。
① 火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力による不具合
② 乙が予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

対する取り扱いの不備、甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合
③ 乙または乙の指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合
④ 乙が指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合
⑤ 乙が指定する以外のハー ドウエア及びソフトウエアの追加、 又は契約対象物件を含むハー ドウエ

ア及びソフトウエアの除去に起因する不具合
⑥ 本装置納入後 1年を経過したソフトウエアの瑕疵による不具合
⑦ 記録媒体・消耗品の保管不備に起因した不具合

(2)次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、乙は甲の依頼に基づき別途有償にて対
応する。

① 本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置に移動、据付、調整。
② ハー ドウエア及びソフトウエアの仕様変更及び消耗品の交換。

(3) 乙が本契約に基づいて保守を行うために、甲が本装置を使用出来ないことにより生じる乙の逸失利



益等の損害について乙は責任を負わない。

(4)特殊な部品であるため乙が速やかに部品調達することが困難であったり、 乙の保守の作業予定期間

中に甲が本装置を使用する等の甲側の事情が存在するなど、 乙にとってやむを得ない事由により保守

の作業が遅延した場合乙は責任を負わない。 この場合、 甲乙協議のうえ改めて保守の作業期日を定め

る。

(5) 乙の保守に帰すべからざる事由により、 本装置に含まれる記録装慨に記録された内容が破壊または

消失した場合、 乙は責任を負わないものとする。



IVR·CT装置保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、高知医療センターに設置しているIVR-CT装置の保守業務を実施することにより、装置の

正常な稼働状態を保つために行うものである。

2 対象機器
・アンギオ装置「Artis zee TA」 1 台
• CT 装置「SOMATOM Definition AS64」 1 台

3 保守業務の内容
(1) 定期点検整備業務 (2 回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を、乙の定める保守点検報告書に基づき、年2 回実
施し、必要な部品を交換すること。（土曜日）

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協識のうえ決定するものとする。

＇点検時期 I 令手1]l3@]：8月 1 令手口:2月
ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協誦により変更できるものとする。

(2) リモー ト診断
(3) Evolve プログラム (CPU 及び SWアップグレー ド）ただし、CPU のアップグレー ドは CT 装置を対象と

し、導入後3年を目途として1回のみの実施とする。

4 費用負担
(1)保守点検業務に係る修理作業費用及び交換部品費等を有償とする。
(2) 造影剤注入装置等の他社製周辺機器は業務委託対象外とする。

5 本件業務の対応時間
(1)乙による本件業務の受付時期は、指定平日の0時から24時の範囲とする。
(2)コ ール受付 365日 24時間（コ ールセンター対応）

6 免責について
乙の責に帰すことの出来ない次の事由について、乙は本契約に関する責任を免れるものとする。

. (1) 火災、地康、落雷、風水害、塩害、ガス害、その他天災地変や異常電圧によって発生した故障、損
傷

(2) 契約対象外の装置の影響による故障、損傷
(3) 乙の認定する者以外による故障、損傷
(4) 操作上の誤り、又は設置条件の不適による故障、損傷
(5)甲の依頼による機器の改造、又は移設費用
(6) ソフトウェアに関する事項
(7)メ ーカ ーの認定する者以外による定期点検、修理によって生じた故障、損傷

7 その他
(1) 次に掲げる事項は本契約の対象外とする。ただし、甲が以下の保守点検及び｛卸哩を乙に依頼した場

合、乙所定特別料金で行われることがある。
① 附属他社製品の保守
② 代替機器の貸出し

(2) 損害賠償は保守契約金額を上限とする。



血管撮影装置保守点検業務委託仕様書

l 契約の目的
この契約は、高知医療センタ ーに設置している血管撮影装置の保守業務を実施することにより、装置

の正常な稼働状態を保つために行うものである。

2 対象機器
・アンギオ装置『Artis Q TA』

3 保守業務の内容
(1)定 期点検整備業務(2回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を、乙の定める保守点検報告書に基づき、年2回実
施し、必要な部品を交換すること。（土曜日）

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

点検時期 l 令禾J:113@]：5月 1 令和23:］1月
ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協議により変更できるものとする。

(2) リモー ト診断
(3) Evolveプログラム(SWアップグレー ド）

4 費用負担
(1) 保守点検業務に係る修理作業費用及び交換部品費等を有償とする。

(2) 疇剤：庄入装置等の他社製周辺機器は業務委託対象外とする。

5 本件業務の対応時間
(1)乙による本件業務の受付時期は、指定平日の0時から24時の範囲とする。

(2) コ ール受付 365日 24時間（コ ールセンタ ー対応）

.6 免責について
乙の責に帰すことの出来ない次の事由について、乙は本契約に関する責任を免れるものとする。

(1)火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、その他天災地変や異常電圧によって発生した故障、損
傷

(2) 契約対象外の装置の影響による故障、損傷
(3) 乙の認定する者以外による故障、損低

(4)操作上の誤り、又は設置条件の不適による故障、損傷
(5) 甲の｛虹頂による機器の改造、又は移設費用
(6) ソフトウェアに関する事項
(7) メ ーカ ーの認定する者以外による定期点検、修理によって生じた故障、損低

7 その他
(1) 次に掲げる事項は本契約の対象外とする。ただし、甲が以下の保守点検及び修理を乙に依頼した場

合、乙所定特別料金で行われることがある。
① 附属他社製品の保守
② 代替機器の貸出し

(2) 損害賠償は保守契約金額を上限とする。



画像読取装置(FPD CALNEO)保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的

2 

この契約は、高知医療センターに設置している画像読取装置(FPO CALNEO)の保守業務を実施するこ
とにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。

対象機器
（疇内訳）

(1) DR CALNEO HC SQ
(2) DR CALNEO C 14X 17 I礼

(3) DR CALNEO C mini SQ \礼
(4) DR CALNEO Smart G47
(5) Console Advance

(6) Console Advance (MOBILE)

(7) CALNEO Flex (,J辺乳APキット）
(8) DR- ID 900MP
(9) DR-ID 900MC
(10) FCR XL-2

5枚
7枚
3枚
1枚
3台

6台
6台
6台
3台
1台

3 保守業務の内容
(1) 定期点検整備業務(1回／年）

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を所定の定期点検仕様に基づき、年1回実施し、必
要な部品を交換すること。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協諮のうえ決定するものとする。

1回目

点検時期 I 令和3年11月
1 

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協議により変更できるものとする。
(2) 緊急修理対応業務

※業務期間は令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月31日までとする。

4 費用負担
定期保守点検業務に係る作業費用及び交換部品費等については委託料に含むものとする。
FPDの通常故障及びFPD以外の商品（バッテリを除く）は委託料に含むものとする。ただし、LCDモニ

タの経時劣化によるコントラスト ・ 輝度低下及び焼付きは保障の対象外とする、
甲によるFPDの過失故障は次のとおりとする。

① 半額 (450 万円まで）保障
DR CALNEO HC SQ 

② 1回まで全額保障

5枚

DR CALNEO C 14X 17 WL. 7枚
設置場所 9階ポータブル ・6階ポータブル ・ ICU ・オペ室 ・一般撮影室

DR CALNEO C mini SQ \VL 3枚
設置場所オペ室•NICU ・一般撮影室

DR CALNEO Smart G47 1 木文
設置場所救急



5 メ ーカ ー、 ディ ーラ ーの対応日時
(1)平日田曜日から金曜日 ※ただし、 国民の休日及び年末年始を含む指定休日は除く。）

9: 00~17: 40 

(2)甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、 その条件を甲乙協議のうえ定める。

6 保守点検の範囲外の内容
以下の事由による故障の修理は本契約業務の対象外とし、 このうち乙が修理可能と判断したものの修

理を行う場合は別途有償とする。
① 火災、風水害、 地震、落雷等天災地変その他不可抗力に起因する場合
② 契約機器の取扱説明書に記載の注意事項、環境条件、 取扱方法を著しく逸脱した使用に起因する

場合等甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合
③ 契約機器外から物理的、電気的ストレスを加えられたことに起因する場合
④ 乙の指定以外の保守部品、 消耗品の使用に起因する場合
⑤ 乙または乙指定の者以外による仕様変更、 修理に起因する場合

7 契約機器の管理責任
(1)契約機器の占有及び管理責任は甲に帰属し、 日常の保守管理は甲がその責任において行うものとす

る。
(2)翠故障に起因するデータ及びアプリケーションソフトの消失その他の障害について、 乙はその責

任を負わないものとする。



据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置(2機種）保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的
この契約は、扁知医療センターに設置している据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置の保守点検業務

を実施することにより、正常な稼働状態を保つために行うものである。

2 対象機器
①据置型デジタル式循環器用 X 線透視診断装置 (AlluraXperFD20biplane) 1 式 SN: 263

(DVDレコ ー ダー、ワ ークステーション、フレックスビジョン、スタンドアロンサーバー含む）
②据置型デジタル式循環器用 X 線透視診断装置 (AlluraXperFDl0/10) 1 式 SN: 160 

(DVD レコ ーダー、ワ ークステーション、フレックスビジョン含む）

3 保守業務の内容
(1)定期点検整備業務(2回）

①．上記保守契約対象機器に対する点検及び整備を乙の定める保守点検報告書に基づき、年2回実施する
こと。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、実施日については甲乙協議のうえ決定するものとする。

＇点検疇 I `:：9月 1 令手口::3月
9 

ただし、上記時期は予定であり、甲乙の協議により変更できるものとする。
(2) 24時間電話受付（令和3年4月 1 日から令和4年3月 31 日まで）

(3) リモー トメンテナンスG継続中）

4 費用負担
保守点検業務に係る 点検機器維持・管理費、整備記録作成費及び点検作業費の翡用を委託料に含むものと

する。
全ての交換部品費用及び修理作業費用、プリンター用紙等の消耗品は別途有償とする。

5 メーカ ー、ディ ー ラ ーの対応日時
(1) 定期点検については、甲の要請により、乙は 8: 00~24: 00 までの間いつでも出張対応を実施するもの

とする。

6 免責について
乙の責に帰すことの出来ない次の事由について、乙は本契約に関する責任を免れるものとする。

(1) 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、その他天災地変や異常電圧によって発生した故障、損傷
(2) 契約対象外の装置の影響による故障、損傷

(3) 乙の認定する者以外による故障、損傷
(4)操作上の誤り、又は設置条件の不適による故障、損傷

(5) 甲の依頼による機器の改造、又は移設費用

(6) ソフトウェアに関する事項
(7) メーカ ーの認定する者以外による定期点検、修理によって生じた故障、損傷

7 その他
(1)次に掲げる事項は本契約の対象外とする。ただし、甲が以下の保守点検及び修理を乙に依頼した場合、

乙所定特別料金で行われることがある。
① 附属他社製品の保守
② 代替機器の貸出し

(2) 損害賠債は保守契約金額を上限とする。



一般X線撮影装置保守点検業務委託仕様書

1 契約の目的

この契約は、高知医療センタ ーに設置している一般 X 線撮影装置 RADspeed Pro の保守業務を実施す

ることにより、 正常な稼働状態を保つために行うものである。

2 対象機器

(1) 一般撮影装置 RADspeed Pro(l階 2 番 一般撮影室） 1 台
(2) 一般撮影装置 RADspeed Pro (1階 3 番 一般撮影室） 1 台

(3) 一般撮影装置 RADspeed Pro (1階 4 番 一般撮影室） ． l台

3 保守業務の内容

(1) 定期点梱整備業務

① 上記保守契約対象機器に対する点検及び整備をX線高電圧発生装置は年2回、 天井走行支持装置

は年1 回実施すること。 なお、 保守業務により交換された旧部品及び装置は甲の確認を受けた後、

乙の所有に属する。

② 定期点検の予定時期は次のとおりとし、 実施日については甲乙協識のうえ決定するものとする。

1回目 ・
2回目

(X 線裔葡王発生装置）
(X 線高卸王発生装置·

天井走行支持装置）

点検時期 令和 3 年7 月 令和4年1月

， ただし、 上記時期は予定であり、 甲乙の協議により変更できるものとする。

口 定期点検サー ビス休日対応 有

■ 定期点検サー ビス休日対応 無

(2) 緊急修理対応業務

甲の依頼により、 乙は対応する。 24 時間オンサイトサー ビス無の場合の修理サー ビス料金について

は別表、修理サー ビス料金表の保守契約装置 (24 時間オンサイトサー ビス無）の通りとする。

■ 24 時間オンサイトサー ビス 有

□ 24 時間オンサイトサー ビス 無

4 費用負担

(1)保守点検業務に係る修理作業費用及び定期交換部品はすべて無償とする。

(2) 点検時及び修理時に発生した単価5万円を超える修理部品費は有償とする。

(3)周辺機器及びメディア等消耗品は業務対象外とする。

5
・

メーカー、 ディ ー ラ ーの対応日時

(1)平日（月曜日から金曜日 ※ただし、 国民の休日及び年未年始を含む指定休日は除く。）

9: 00~17: 30

(2) 甲の依頼により乙が前項に定める時間以外に行う場合は、 その条件を甲乙協議のうえ定める。



6 免責について

(1) 次の各号に該当する本装置の不具合につては、 乙は本契約における保守の責任は負わないものとす

る。

① 火災、 風水害、 地震等の天災地変その他の不可抗力による不具合

② 乙が予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

対する取り扱いの不備、 甲の操作上の故意又は過失により発生した不具合

③ 乙または乙の指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合

④ 乙が指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合

⑤ 乙が指定する以外のハー ドウエア及びソフトウエアの追加、 又は契約対象物件を含むハー ドウエ

ア及びソフトウエアの除去に起因する不具合

⑥ 本装置納入後1年を経過したソフトウエアの瑕疵による不具合

⑦ 記録媒体・消耗品の保管不備に起因した不具合

. (2)次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、乙は甲の依頼に基づき別途有償にて対

応する。

① 本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置に移動、据付、 調整。

② ハー ドウエア及びソフトウエアの仕様変更及び消耗品の交換。

(3) 乙が本契約に基づいて保守を行うために、 甲が本装置を使用出来ないことにより生じる乙の逸失利

益等の損害について乙は責任を負わない。

(4) 特殊な部品であるため乙が速やかに部品調達することが困難であったり、 乙の保守の作業予定期間

中に甲が本装置を使用する等の甲側の事情が存在するなど、 乙にとってやむを得ない事由により保守

の作業が遅延した場合乙は責任を負わない。 この場合、 甲乙協議のうえ改めて保守の作業期日を定め

る。

(5) 乙の保守に帰すべからざる事由により、 本装置に含まれる記録装置に記録された内容が破壊または

消失した場合、 乙は責任を負わないものとする。




